
唐
代
に
於
け
ろ
一
禁
令
の
解
繹
に
就
い
て

小
　
野

勝
　
年

　
此
慮
に
唐
代
に
於
け
る
一
禁
令
と
い
ふ
は
、
新
唐
書
士
五
十
四
、
食
貨
志
に

　
貞
元
初
。
酪
谷
・
散
關
禁
行
人
以
一
銭
出
者
。

と
あ
る
も
の
を
指
す
Q
こ
の
禁
令
は
既
に
故
桑
原
博
士
が
注
意
し
て
、
銅
鏡
の
外
國
流
出
禁
止
の
も
の
と
解
鐸
さ
れ
て

居
・
。
帥
三
案
時
代
の
銅
銭
L
長
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醐

　
「
西
域
吐
蕃
南
詔
方
面
に
銅
鏡
の
流
出
す
る
を
防
止
す
る
用
意
で
は
あ
る
ま
い
か
」
〔
東
洋
文
明
史
論
叢
二
二
〇
頁
〕
、

と
記
し
、
又
「
蒲
壽
庚
の
事
蹟
」
〔
三
十
四
頁
〕
に
於
て
も
同
標
の
言
葉
を
繰
返
し
て
居
ら
れ
る
。
こ
の
解
繹
は
一
部
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

人
の
そ
の
儘
に
認
め
て
居
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
果
し
て
斯
標
に
解
繹
す
る
の
が
正
し
い
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
に
就

い
て
は
疑
黙
の
な
い
繹
で
は
な
い
の
で
、
．
此
庭
に
批
剣
を
加
ふ
る
と
共
に
自
己
の
見
解
を
も
附
す
る
こ
と
、
し
た
。
若

し
大
方
の
叱
正
を
仰
ぐ
こ
と
を
得
る
な
ら
ば
自
分
に
と
り
に
は
望
外
の
幸
で
あ
る
。

支
那
の
文
職
に
於
け
る
些
些
の
書
方
か
ら
推
す
な
ら
ば
、
貞
元
の
初
と
い
ふ
は
、
貞
元
元
年
帥
ち
唐
の
徳
宗
時
代
西

　
　
　
我
が
國
土
魏
の
旧
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
一
號
　
　
　
入
七



　
　
　
　
三
代
に
於
嫁
易
一
禁
令
の
解
繹
に
詠
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
「
二
瀬
第
一
搬
　
　
八
八

暦
七
八
五
年
の
意
で
あ
る
。
倍
…
て
こ
の
禁
命
が
真
秀
元
年
に
堕
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
云
ふ
積
極
的
な
誰
明

の
出
金
な
い
以
上
は
先
づ
こ
れ
を
貞
元
元
年
に
實
際
行
は
れ
た
も
の
と
解
し
て
差
支
は
な
い
で
あ
ら
う
。
果
し
て
然
ら

ば
こ
の
禁
命
の
文
字
上
の
憲
昧
は
櫨
谷
や
散
關
を
蓮
擁
し
て
他
に
撃
つ
る
者
は
僅
少
な
鏡
と
錐
も
携
帯
す
る
を
許
さ
澱

と
の
意
で
あ
ら
う
。

　
此
庭
で
酪
谷
・
散
關
…
の
位
概
を
一
癒
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
元
和
郡
縣
志
憲
二
、
京
兆
府
の
條
に
は

　
盤
谷
關
在
〔
塾
屋
〕
縣
西
南
一
百
二
十
里
。
武
徳
七
年
開
園
谷
道
。
以
通
梁
州
。
貝
田
墨
型
九
里
。
貞
槻
四
年
移
干
今

　
所
Q

と
あ
っ
て
、
酪
谷
綾
西
省
鳳
翔
府
難
縣
の
霧
に
あ
た
軌
里
中
地
方
か
ら
梁
州
留
同
省
の
漢
中
府
孫
縣
岡

地
方
へ
通
す
る
遊
に
在
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
叉
激
賛
に
就
い
て
も
同
條
に

　
散
關
在
〔
寳
鶏
〕
縣
西
南
五
十
二
里
。

と
み
り
、
紅
谷
と
同
じ
く
鳳
翔
府
に
亡
し
て
居
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
居
る
。
こ
れ
を
地
矧
に
當
っ
て
み
れ
ば
、
何
れ
も

秦
嶺
山
脈
に
在
っ
て
、
難
中
か
ら
漢
中
へ
出
つ
る
孔
滋
を
継
し
て
居
る
。
從
っ
て
其
の
位
置
は
關
中
地
方
よ
り
漢
江
に
浩
甲

ひ
揚
子
江
流
域
地
方
に
出
つ
る
場
合
、
或
は
濃
縮
江
に
沿
ひ
亡
姉
地
方
に
向
ふ
場
合
等
に
於
け
る
交
通
幹
線
に
臨
ん
だ

重
要
な
關
で
あ
っ
た
こ
と
が
直
ち
亡
窺
ひ
得
ら
れ
る
。
こ
の
關
の
歴
史
地
理
上
の
重
要
性
に
就
い
て
は
既
に
清
の
顧
弓

馬
の
讃
史
方
輿
紀
要
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
居
る
Q
そ
れ
に
よ
る
と
、
酪
谷
散
關
は
的
中
と
睡
中
と
を
通
す
る
三
大
交
通



幹
線
帥
ち
褒
斜
・
憾
騎
．
・
子
午
道
中
前
二
者
に
位
落
し
、
酪
谷
は
鳳
翔
府
の
蟄
屋
縣
か
ら
洋
州
府
の
興
勢
縣
へ
通
す
る

国
富
渣
に
あ
っ
て
、
唐
の
警
世
の
武
徳
年
間
に
開
獲
さ
れ
、
太
宗
の
貞
概
年
間
に
そ
の
位
置
を
少
し
く
移
し
た
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
後
墾
化
な
く
、
「
興
野
以
後
關
中
多
故
、
毎
に
酪
谷
に
よ
り
興
元
〔
南
鄭
縣
〕
に
幸
す
」
と
記
さ
れ
て
居
る
。
徳
宗
時
代

以
後
、
直
中
に
事
あ
れ
ば
天
子
は
こ
の
道
に
よ
り
難
を
避
け
、
現
に
徳
宗
も
鵜
原
の
解
止
に
際
し
て
は
、
先
づ
奉
天
〔
陳

西
省
乾
縣
束
〕
へ
蒙
塵
さ
れ
、
次
い
で
梁
州
〔
興
心
事
〕
へ
行
幸
し
た
。

　
又
散
關
は
褒
翼
翼
に
逸
り
、
古
聖
書
中
と
巴
蜀
と
を
結
ぶ
重
要
地
溝
で
あ
る
。
顧
湿
禺
は
又
こ
の
地
が
「
秦
と
蜀
と

の
忍
言
を
な
し
て
、
南
山
は
藍
田
か
ら
害
し
て
こ
、
に
至
っ
て
盤
き
、
更
に
署
す
れ
ば
滑
・
欝
欝
水
の
榮
流
が
あ
る
。

郎
ち
關
は
山
川
の
會
に
轡
田
っ
て
南
北
の
交
を
掘
髭
は
・
れ
を
得
な
け
れ
ば
梁
㌔
を
青
く
…
な
禽
は
・
れ
岡

を
得
な
け
れ
ば
以
っ
て
關
中
を
開
く
こ
と
に
な
し
。
蓋
し
萬
飯
野
來
の
孔
滋
で
あ
る
」
と
い
ひ
、
更
に
こ
れ
々
歴
史
事

業
に
徴
し
て
、
遠
く
は
諸
葛
亮
が
魏
を
征
伐
し
た
場
合
、
近
く
は
宋
金
点
立
時
代
、
元
の
南
方
侵
略
の
際
家
常
に
重
大

な
係
争
地
黙
で
あ
り
、
就
中
天
寳
十
五
載
〔
西
暦
七
五
六
〕
安
富
両
の
反
鋤
に
當
っ
て
玄
宗
皇
帝
が
此
庭
か
ら
蜀
へ
蒙
塵

し
た
こ
と
を
述
べ
て
居
る
。

　
以
上
記
す
と
こ
ろ
に
糠
っ
て
騎
谷
散
關
の
位
澱
が
略
明
か
に
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
此
等
は
支
那
の
内
地
に
あ
る
關
で

あ
っ
て
、
邊
境
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

　
煮
て
、
爆
弾
で
禁
令
の
本
窯
に
立
戻
っ
て
考
へ
る
に
、
騎
谷
絵
札
が
支
那
内
地
に
あ
る
關
で
あ
っ
て
黒
塗
に
あ
る
も

　
　
　
　
唐
代
に
於
け
ろ
蕉
購
金
の
解
羅
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
　
入
九



　
　
　
　
二
代
に
於
け
る
一
禁
令
の
解
繹
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
㎜
號
　
　
　
九
〇

の
で
な
い
と
す
る
と
、
こ
れ
を
南
詔
や
西
域
や
吐
蕃
へ
の
鋼
銭
流
出
防
止
の
禁
命
と
直
ち
に
解
す
べ
き
で
あ
る
か
否
か

問
題
で
あ
ら
う
。
少
く
と
も
二
關
の
地
理
上
の
位
置
か
ら
推
し
て
こ
れ
が
西
域
へ
の
交
通
路
を
拒
し
て
居
た
も
の
と
し

で
解
す
べ
き
理
由
は
認
め
得
ら
れ
ぬ
。

　
そ
こ
で
吐
蕃
と
唐
と
の
交
通
路
に
就
い
て
一
考
し
よ
う
。
先
づ
安
史
の
観
以
後
、
殊
に
代
宗
徳
宗
時
代
に
亘
っ
て
盛
に

唐
に
入
棺
し
た
吐
蕃
の
侵
路
を
辿
る
と
一
は
青
海
方
面
よ
b
蘭
州
を
中
心
と
・
す
る
河
朧
地
方
に
出
で
、
或
は
滑
水
に
浩

う
て
鳳
翔
長
安
に
迫
る
場
合
、
或
は
黄
河
に
意
う
て
河
套
南
邊
に
至
る
場
合
と
二
選
は
西
藏
よ
り
直
ち
に
四
川
地
方
の

焦
∵
黎
・
雅
等
の
諸
州
を
侵
す
も
の
と
が
あ
る
。
後
者
は
今
日
四
川
方
面
よ
り
打
箭
嬬
　
を
通
っ
て
拉
薩
に
入
る
路
と
略

合
致
す
・
と
墨
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
當
時
吐
蕃
の
主
都
は
館
腰
と
記
さ
れ
て
居
る
か
ら
今
日
の
拉
薩
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
が
な
い
。
主
都
へ
の
交

漏
路
を
二
代
の
記
録
か
ら
推
測
す
る
と
長
安
か
ら
は
主
と
し
て
青
海
を
過
ぐ
る
滋
に
山
つ
た
如
く
で
あ
る
。
當
代
の
記

録
と
い
っ
て
も
勿
論
＝
一
に
止
ま
る
の
み
で
は
あ
る
が
、
先
づ
道
宣
の
主
砲
方
志
が
聡
上
に
墨
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
入

竺
の
蓮
程
を
記
述
す
る
の
が
直
接
目
的
で
あ
る
か
ら
、
青
海
を
経
、
面
谷
渾
を
過
ぎ
、
吐
蕃
に
逮
し
、
尼
波
羅
に
出
つ

る
溢
を
記
し
て
居
る
。
こ
の
道
は
王
室
策
も
曾
て
往
還
し
て
居
り
、
和
蕃
公
主
と
し
て
吐
蕃
に
降
嫁
し
た
文
成
、
金
城

の
二
公
主
の
如
き
も
恐
ら
・
く
こ
の
道
筋
に
由
っ
て
遇
些
に
至
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
次
に
時
代
は
降
る
が
孟
宗
の
時
、

吐
蕃
に
呈
し
た
劉
元
畜
の
紀
行
文
が
新
悪
書
吐
蕃
傳
下
に
載
っ
て
居
る
。
そ
の
時
彼
が
通
過
し
た
地
名
は
今
日
何
庭
に



比
・
魅
す
べ
き
か
明
か
で
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
，
青
海
を
通
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
實
で
、
其
虚
か
ら
吐
蕃
の
夏
の
牙
獲
た

る
康
谷
と
い
ふ
地
に
到
っ
て
居
る
。

矧
倦
て
、
上
記
の
如
く
入
吐
蕃
路
に
は
二
主
要
路
が
あ
り
、
就
中
青
海
地
方
を
蓮
過
す
る
も
の
が
長
安
地
方
か
ら
の
交

通
に
際
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
上
掲
の
禁
令
を
以
て
銅
銭
の
吐
蕃
へ
流
出
す
る
を
防
止
す
る

も
の
と
す
る
解
羅
は
聯
か
當
ら
澱
。
但
し
、
四
川
方
面
か
ら
吐
蕃
へ
流
出
す
る
場
合
の
み
は
問
題
と
し
て
残
る
こ
と
、

な
る
。
こ
れ
に
就
い
て
は
以
下
南
詔
の
場
合
と
合
せ
て
考
へ
て
見
る
こ
と
、
す
る
。

　
唐
と
南
詔
と
の
交
通
路
蕉
就
い
て
は
幸
に
諮
宗
時
代
の
著
と
い
ふ
奨
輝
の
攣
書
に
そ
の
滋
順
が
記
載
さ
れ
て
居
る
。

・
れ
に
麦
と
何
れ
も
四
川
の
成
都
を
蕪
と
す
・
も
の
で
、
蔑
都
か
雍
・
黎
・
縄
を
経
て
會
川
〔
四
川
省
醐

會
理
縣
〕
に
至
り
、
弄
棟
城
〔
雲
南
省
挑
安
平
〕
を
過
ぎ
て
雲
南
城
・
太
和
城
〔
大
理
〕
に
出
つ
る
も
の
と
、
他
は
成

都
か
ら
混
江
の
下
流
に
沿
う
て
三
州
〔
四
川
省
宜
賓
縣
〕
に
出
で
、
其
庭
よ
り
曲
州
、
靖
心
墨
の
地
を
…
過
ぎ
拓
束
〔
昆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

明
〕
に
至
る
も
の
と
が
あ
る
◎

　
資
治
通
鑑
懇
二
百
三
十
四
、
徳
宗
の
貞
元
九
年
の
條
t
よ
る
と
、

　
雲
南
粟
餅
牟
為
書
使
者
三
輩
。
一
出
戎
州
。
一
悪
留
州
。
一
幽
安
田
。
各
齎
生
金
丹
砂
。
楽
章
皐
。
電
蓄
示
堅
。
丹

，
砂
以
示
赤
心
。
三
分
皐
所
回
書
爲
信
。
皆
達
成
都
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
南
詔
王
が
使
者
を
遣
は
し
て
、
當
田
鼠
南
西
川
親
察
使
の
章
皐
の
庭
に
詣
ら
し
め
た
記
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
唐
代
に
於
け
る
∵
禁
令
の
解
毒
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號
聖
　
　
九
一



　
　
　
　
二
代
に
於
け
る
晶
、
漿
令
の
解
糠
に
就
い
て
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
．
二
十
■
二
巻
”
第
乱
號
　
　
　
九
二

劒
南
西
川
槻
察
使
ば
成
都
に
治
し
た
か
ら
、
こ
の
三
方
面
か
ら
成
都
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
曝
書
の
記
載
を
一
致
す
る

と
患
は
れ
る
路
は
財
嚢
に
出
づ
を
も
の
だ
け
で
あ
る
。
他
の
黙
々
に
立
つ
る
も
の
に
就
い
て
考
へ
る
に
、
こ
の
地
は
唐

代
黙
州
都
督
府
の
設
置
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
今
の
四
川
省
走
水
縣
に
あ
た
り
、
欝
江
に
臨
ん
で
、
南
は
貴
州
の

境
に
近
く
、
、
西
は
巴
即
ち
重
慶
と
の
交
蓮
に
便
で
あ
る
。
從
っ
て
少
し
く
廻
り
道
に
な
る
と
し
て
も
成
都
か
ら
南
濃
へ

交
通
す
る
場
合
に
は
屡
々
利
用
さ
れ
た
と
も
思
は
れ
る
。
が
、
そ
れ
は
何
れ
と
す
る
も
、
是
等
の
道
は
主
都
長
安
を
起

黙
と
す
る
場
合
、
騎
谷
散
關
を
通
っ
た
後
、
、
次
仁
踏
む
べ
き
郵
程
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
○

　
さ
れ
ば
上
記
の
禁
令
を
以
て
南
詔
へ
の
鋼
銭
金
霞
防
止
の
爲
，
と
し
て
解
騨
す
る
ご
と
は
、
少
く
と
も
地
理
的
な
條
件

か
ら
は
癒
認
め
讐
の
で
あ
・
。
饗
・
れ
は
四
川
姦
っ
て
暴
へ
奮
す
る
場
合
の
墾
と
共
存
な
る
地
圃

理
的
な
．
事
情
に
の
み
基
く
も
の
で
あ
る
黙
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
訟
。

r
斯
標
に
考
へ
て
謙
る
と
粛
然
他
の
事
情
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
第
一
に
貞
元
年
間
前
後

に
於
け
る
唐
と
吐
蕃
及
び
南
詔
と
の
關
係
を
見
る
こ
と
、
す
る
。

　
先
づ
唐
と
吐
蕃
と
の
交
渉
に
就
い
て
考
へ
て
み
る
と
、
三
時
は
言
ふ
迄
も
な
く
西
藏
民
族
が
有
史
以
降
最
も
活
動
し

登
頂
し
た
時
代
で
あ
る
か
ち
、
漢
土
と
の
交
渉
も
繁
く
、
殆
ん
ど
他
に
比
較
す
べ
き
時
期
を
見
な
い
程
で
あ
っ
た
。
唐

の
太
宗
は
文
成
公
主
を
和
蕃
公
主
と
し
て
降
嫁
せ
し
め
、
高
知
も
亦
榔
珊
公
主
の
孫
を
術
せ
し
め
、
更
に
中
宗
の
時
に

も
金
城
公
主
が
彼
地
に
邊
ち
れ
て
居
る
。
唐
は
か
く
の
如
き
懐
柔
策
を
行
ふ
と
共
に
邊
．
境
の
警
備
を
充
案
せ
し
め
、
’
殆



9
ん
ど
玄
虚
7
8
時
代
迄
吐
蕃
に
侵
入
の
徐
地
を
與
へ
す
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
演
者
の
關
係
は
賂
李
和
的
で
あ
っ
た
と
云
ひ
得

る
。
然
る
に
玄
宗
の
末
年
に
至
る
と
タ
ラ
ス
の
敗
戦
が
あ
）
、
南
詔
遠
征
の
失
敗
が
あ
っ
て
、
言
外
愚
弄
も
既
に
後
退

七
つ
、
あ
っ
た
の
み
な
ら
す
、
邊
境
警
備
に
於
て
も
諸
種
の
敏
隔
を
生
す
る
に
至
り
、
他
面
又
國
家
説
會
の
内
に
醸
成

さ
れ
た
幾
多
の
矛
盾
は
何
等
か
の
機
曾
が
あ
ら
ば
そ
れ
に
乗
じ
て
爆
獲
す
べ
き
情
勢
に
至
っ
て
居
た
。
謂
ふ
ま
で
も
な

く
安
史
の
臨
が
こ
の
契
機
を
作
つ
淀
。
こ
の
内
庫
に
際
し
て
、
當
時
の
朧
右
河
画
節
度
使
嵜
叢
誌
は
そ
の
地
の
戊
卒
を

峯
み
て
、
こ
れ
が
鎮
定
に
力
を
つ
く
す
こ
と
、
な
り
、
こ
の
結
果
其
地
方
の
警
備
は
閑
却
さ
れ
て
、
行
屈
か
ざ
る
に
至

っ
た
。
粛
宗
の
至
徳
元
載
〔
西
暦
七
五
六
〕
に
於
け
る
吐
蕃
の
入
綾
は
こ
の
査
証
に
乗
じ
た
も
の
で
、
以
後
殆
ん
ど
寧
歳

§
．
ま
で
婆
入
冠
し
て
居
る
。
殊
に
袋
の
至
徳
元
年
〔
悪
圭
ハ
三
〕
の
入
募
如
き
ぱ
、
河
西
磐
の
地
を
奪
飼

臨
入
れ
る
に
止
ま
ら
す
、
そ
の
十
月
に
は
長
安
に
長
驕
し
、
轟
轟
の
座
暖
ま
ら
ぬ
天
子
も
倉
皇
と
し
て
陳
州
へ
蒙
塵
す

る
の
止
む
な
き
有
様
で
あ
っ
た
Q
こ
の
入
憲
は
唐
の
待
遇
に
聾
し
て
不
凍
を
懐
き
、
…
逐
に
同
年
反
働
を
惹
起
し
た
朔
方

節
度
使
田
富
懐
恩
と
相
呼
倍
す
る
も
の
、
如
く
、
そ
の
後
二
年
邸
ち
永
泰
元
年
に
は
懐
恩
は
吐
蕃
『
始
め
、
回
維
・
党

項
・
吐
浴
渾
等
を
導
い
て
三
悪
帥
ち
一
は
奉
天
に
向
ひ
、
　
一
は
同
宿
に
寓
で
、
　
一
は
滑
茸
を
侵
し
、
更
に
一
締
し
て
長

安
セ
屠
ら
ん
と
入
冠
し
て
居
る
。

　
以
後
大
工
年
間
「
に
於
て
も
吐
蕃
の
入
憲
は
絶
ゆ
る
な
く
、
二
、
三
、
入
、
九
、
十
、
十
二
、
十
三
、
十
四
と
連
年
に

亙
っ
て
行
は
れ
て
居
る
。
而
も
そ
れ
は
宏
量
地
方
に
限
ら
す
、
西
墨
入
莞
や
南
詔
を
俘
っ
て
、
四
川
の
鴛
・
黎
・
雅
・

　
　
　
　
膚
代
に
於
け
ろ
一
漿
令
の
将
軍
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
錐
一
…
ヤ
ニ
巻
　
第
一
朧
　
　
　
九
三



　
　
　
　
唐
代
に
於
け
る
一
禁
令
の
解
羅
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
一
號
　
　
　
「
九
四

功
の
諸
州
を
も
侵
し
て
居
る
の
で
あ
る
Q

　
吐
蕃
の
雨
冠
は
代
宗
時
代
を
以
て
そ
の
頂
黙
に
達
し
た
槻
が
あ
り
、
徳
宗
の
初
年
に
及
ぶ
と
戯
者
の
間
に
は
和
李
の

曙
光
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
來
た
。
徳
宗
は
大
晦
十
四
年
〔
西
暦
七
七
九
〕
郎
位
す
る
や
、
愈
愈
策
と
し
て
章
倫

を
吐
蕃
梗
に
命
じ
、
俘
人
五
百
人
を
返
還
せ
し
め
、
更
に
建
山
二
年
〔
西
暦
七
八
一
〕
に
は
又
有
漢
衡
を
遣
は
し
て
居

る
。
有
名
な
清
水
の
盟
に
よ
っ
て
爾
國
の
境
界
細
身
の
締
結
さ
れ
た
の
は
實
に
四
年
正
月
〔
西
暦
七
八
三
〕
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

　．

ﾗ
て
、
禁
令
め
登
布
さ
れ
た
の
は
貞
元
元
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
意
中
四
年
は
そ
れ
に
先
立
つ
こ
と
こ
年
で
あ

・
。
さ
れ
ば
貞
元
元
年
前
審
欝
薯
の
間
は
心
血
で
あ
っ
た
乏
い
ふ
・
と
が
出
讃
で
も
な
い
。
餐
貞
元
二
岡

年
に
は
再
び
入
選
し
、
陳
西
地
方
は
和
當
の
厄
を
蒙
っ
て
居
り
、
四
年
に
も
亦
そ
れ
が
繰
返
さ
れ
、
六
年
に
は
周
知
の

如
く
方
面
は
精
々
異
る
が
安
西
地
方
陥
落
の
こ
と
が
あ
っ
た
。

：
彼
の
李
泌
が
連
年
に
亙
る
曲
論
に
苦
し
み
、
廻
紡
・
天
竺
・
大
食
・
南
東
と
連
和
し
て
、
吐
蕃
の
勢
力
を
簾
、
慣
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
④

と
の
方
策
を
考
へ
た
の
も
こ
の
間
の
こ
と
で
、
清
水
の
盟
の
如
き
條
約
締
結
の
こ
と
が
あ
っ
た
に
も
拘
は
ら
す
、
入
冠

・
掠
奪
繁
く
、
大
勢
と
し
て
は
、
未
だ
彼
我
の
間
に
公
的
通
商
の
行
は
れ
る
情
態
に
は
立
ち
至
っ
て
居
な
か
っ
た
様
に
も

推
測
さ
れ
る
。

．
次
囁
に
唐
と
南
詔
と
の
關
係
を
み
る
に
、
そ
の
重
要
性
を
帯
び
る
に
至
っ
た
の
は
鵬
元
末
年
似
降
の
こ
と
で
、
南
詔
帥



ち
六
舟
中
の
蒙
舎
詔
な
る
も
の
が
他
の
五
詔
を
統
一
し
、
太
下
城
に
除
し
た
の
は
實
に
開
元
二
十
七
年
〔
西
暦
七
三
九
〕

　
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
る
に
當
時
劒
南
節
度
使
な
る
鮮
干
仲
通
や
雲
南
大
守
の
張
慶
陀
等
の
招
撫
策
が
宜
し
き
を
得

　
な
か
っ
た
結
果
、
天
寳
妙
曲
に
は
張
虜
陀
は
南
詔
の
た
め
に
殺
害
さ
れ
、
十
載
に
は
鮮
干
仲
通
は
兵
を
拳
み
て
聖
業
を

交
へ
て
居
る
Q
こ
の
戦
は
途
に
南
詔
を
し
て
吐
蕃
に
結
ば
し
め
、
唐
に
古
し
て
敢
然
反
抗
酌
態
度
を
と
ら
し
む
る
に
至

　
つ
た
直
接
原
因
を
な
し
て
居
る
。
か
く
て
十
二
載
に
は
楊
國
忠
の
南
詔
征
伐
が
行
は
れ
、
直
接
指
揮
に
任
じ
た
寒
露
は

太
和
城
に
敗
戦
し
、
唐
は
却
っ
て
逆
に
駕
州
を
侵
さ
れ
る
や
う
な
次
第
で
あ
っ
た
。
當
時
唐
軍
が
苦
戦
し
た
有
襟
は
、

白
居
易
の
新
豊
折
霧
翁
と
い
ふ
詩
に
巧
に
詠
ま
れ
て
居
る
こ
と
は
蹴
り
に
も
有
名
で
あ
ら
う
。
謂
ふ
ま
で
も
な
く
こ
の

南
詔
征
伐
は
安
史
の
瓢
の
一
主
要
原
因
と
し
て
数
へ
ら
れ
て
居
る
程
の
大
事
件
で
あ
る
。

　
、
唐
と
漸
つ
π
南
詔
は
そ
の
後
吐
蕃
と
共
に
屡
々
唐
の
環
境
を
お
び
や
か
し
て
居
る
。
然
し
乍
ら
内
挿
に
於
て
は
吐
蕃

の
課
す
る
賦
役
徴
兵
の
繁
劇
に
苦
し
み
、
寛
容
な
唐
の
朝
廷
に
漸
く
心
を
傾
け
る
や
う
に
な
り
つ
、
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
時
劒
南
西
川
の
槻
察
使
に
任
じ
た
章
皐
は
、
廟
堂
に
立
つ
李
泌
の
意
を
膿
し
て
、
吐
蕃
と
南
詔
と
を
離
間

し
、
後
者
を
懐
柔
せ
ん
と
努
め
た
。
か
く
て
貞
元
四
年
始
め
て
離
間
策
は
成
功
し
、
以
後
数
度
に
亙
る
招
撫
に
よ
っ

て
、
同
十
年
に
は
そ
の
王
異
々
尋
の
入
朝
と
な
っ
て
、
爾
國
の
關
係
に
一
時
期
が
劃
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
以
上
貞
元
前
後
に
於
け
る
爾
國
交
渉
の
大
仁
で
あ
る
Q
但
し
こ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
爾
貸
間
に
如
何
な
る
程
度
の
通

．
商
が
行
は
れ
て
居
た
か
明
確
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
要
す
る
に
四
圃
の
情
勢
か
ら
考
へ
て
私
的
に
通
商
が
行
は

　
　
　
　
　
唐
代
に
於
凸
り
る
｝
四
点
令
の
解
鐸
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
隅
一
　
第
一
號
　
　
　
九
五

（95）



　
　
　
　
露
華
に
於
け
ろ
一
禁
令
の
解
繹
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐵
ご
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
　
九
六

れ
て
居
た
程
度
の
も
の
と
思
は
れ
る
。

　
然
し
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
此
庭
に
問
題
と
す
る
禁
命
を
以
て
吐
蕃
や
南
詔
に
銅
銭
の
流
田
す
る
を
防
止
す
る
も
の
と

解
毒
す
る
の
は
如
何
で
あ
ら
う
か
。
繰
返
す
こ
と
、
な
る
が
、
何
故
な
ら
ば
酪
谷
散
…
關
を
経
て
吐
蕃
禁
野
に
達
す
る
滋

は
先
づ
漢
中
に
出
で
四
川
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
す
漢
中
か
ら
漢
江
に
浩
う
て
下
る
と
長
江

流
域
地
方
へ
蓬
す
る
こ
と
も
出
攣
る
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
此
の
場
合
は
主
と
し
て
藍
碧
を
湯
ぎ
だ
の
で
あ
っ
た
が
。
驕

慢
焦
思
を
蓮
り
直
接
制
す
る
地
方
が
四
川
方
面
で
あ
り
、
或
は
長
江
流
域
で
あ
っ
て
、
南
詔
吐
蕃
へ
擬
す
る
の
に
は
こ

れ
等
の
地
方
を
過
ぎ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
前
地
域
と
上
記
禁
令
「
と
の
臨
係
に
於
て
別
な
顧
慮
が
彿
は

れ
ね
ば
な
為
。
何
故
な
ら
ば
南
詔
吐
蕃
畜
へ
の
銅
篶
出
防
止
の
爲
に
笙
浮
言
た
嘉
霰
關
に
於
て
黒
も
圃

銅
鏡
、
の
携
帯
を
禁
ず
る
等
の
こ
と
は
、
用
意
と
は
云
へ
除
り
に
も
早
過
ぎ
る
か
ら
。

　
唐
代
に
於
け
る
長
江
の
流
域
ー
ー
南
支
那
と
換
言
し
て
も
よ
い
一
の
般
盛
は
そ
の
原
因
と
し
て
帯
く
欝
室
南
遷
に

諜
る
地
方
開
花
に
湖
り
得
る
が
、
近
く
は
属
吏
の
鋤
を
数
へ
ね
ば
な
ら
澱
。
北
支
那
に
荒
れ
狂
う
た
こ
の
動
働
は
南
支

那
の
文
化
的
経
浮
管
位
置
の
優
越
性
を
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
た
。
こ
れ
等
に
就
い
て
は
桑
原
博
士
の
諸
名
篇

に
護
る
こ
と
、
し
て
、
こ
、
で
は
唯
玄
宗
時
代
の
擬
況
に
撫
す
る
も
の
、
郎
ち
僻
書
馨
三
十
一
、
天
文
志
に
掲
載
さ
れ

た
櫓
｝
行
の
記
蓮
を
思
ひ
処
す
こ
ど
、
す
る
。



　
そ
れ
に
よ
る
と
、
四
川
甘
挾
山
西
地
方
は
雄
武
の
地
、
黄
河
中
下
流
域
は
用
文
の
地
、
長
江
流
域
は
貨
殖
の
地
だ
と

説
い
て
居
る
。
こ
れ
は
固
よ
り
彼
の
地
理
説
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
當
時
の
支
那
を
三
分
し
て
よ
く
そ
の
特
徴
を
示
し

て
居
る
。
開
元
時
代
に
於
て
既
に
貨
殖
の
地
と
し
て
墨
げ
ら
れ
た
長
江
流
域
に
就
い
て
は
そ
の
経
濟
歌
論
を
更
め
て
問

題
と
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
か
ら
、
用
武
地
と
し
て
数
へ
ら
れ
た
四
川
の
そ
れ
に
聯
か
割
れ
て
み
よ
う
。

　
吏
記
三
百
二
十
九
、
貨
殖
傳
を
み
る
と

　
巴
蜀
亦
沃
野
。
地
饒
得
平
・
丹
砂
・
石
・
鍋
・
鐵
・
事
事
之
器
。
南
御
払
麩
。
嘆
憧
。
西
近
印
窄
。
野
馬
施
牛
Q
然

　
四
塞
。
桟
道
千
里
。
無
所
不
遊
。
喉
褒
斜
総
穀
其
ロ
。

と
あ
り
、
司
馬
遷
の
時
代
に
於
て
早
く
も
巴
蜀
の
肥
沃
な
有
様
が
窺
は
れ
る
。

　
巴
蜀
が
古
來
産
業
に
秀
で
て
居
た
こ
と
は
こ
の
記
載
以
外
猶
幾
多
の
文
獄
に
慷
っ
て
徴
議
す
る
こ
と
が
出
論
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
近
時
の
朝
鮮
孟
浪
提
言
の
遣
物
か
ら
も
談
援
立
て
る
こ
と
が
鵠
曇
る
で
あ
ら
う
。
帥
ち
田
土
漆
器
の

銘
文
中
に
は
、
蜀
郡
西
岸
と
か
、
蜀
西
工
と
か
》
或
は
廣
漢
郡
工
官
等
の
銘
僻
の
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
安
代
官

立
の
製
造
所
が
四
川
に
置
か
れ
た
こ
と
が
明
認
に
謹
言
立
て
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
更
に
産
業
の
隆
盛
を
推
測
せ
し
め
る
。

　
糊
代
に
至
る
も
依
然
産
業
は
般
盛
を
績
け
た
。
試
み
に
新
善
書
地
理
志
を
播
け
ば
、
農
作
物
は
固
よ
り
、
麻
、
綿
弓

の
織
物
就
中
絹
織
物
に
於
て
は
右
に
出
つ
る
も
の
な
き
有
機
で
あ
り
、
此
の
他
麩
金
、
璽
、
茶
、
藥
種
、
紙
、
鵬
数
等

の
回
し
い
産
額
が
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
唐
代
に
於
け
る
｝
禁
令
の
解
羅
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
・
二
十
・
ご
巻
　
第
一
號
　
　
　
。
九
七

（97）



　
　
　
　
麿
倫
に
於
げ
る
　
禁
令
の
騨
羅
に
就
嬉
て
兎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
　
　
箪
ニ
ヤ
ニ
岱
　
霊
牌
號
”
　
　
九
入
耐

　
徳
宗
ぽ
朱
批
の
凱
に
際
し
て
経
験
℃
た
窟
乏
が
忘
れ
ら
れ
す
、
長
安
に
鯵
還
し
た
後
、
聚
敷
を
專
に
し
た
の
で
、
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

方
の
藩
鎭
は
そ
れ
に
乗
じ
税
外
の
方
圖
と
か
、
用
度
の
羨
籐
と
か
出
し
て
盛
に
進
奉
を
行
ひ
、
恩
幸
を
求
め
た
こ
と
は

有
名
な
話
で
あ
る
が
、
就
中
李
楚
と
章
皐
と
は
月
逡
日
進
と
繕
さ
れ
た
程
繁
く
進
悲
し
た
。
章
皐
は
前
垂
し
た
如
仁
劒

南
西
川
重
察
使
で
あ
る
。
彼
の
行
っ
た
進
奉
の
擦
る
と
こ
ろ
は
恐
ら
く
常
賦
を
割
越
す
る
と
か
、
百
姓
に
重
課
す
る
と

か
、
或
は
自
ら
商
豊
を
静
む
と
か
の
何
れ
か
で
あ
っ
淀
で
あ
ち
ケ
が
、
日
進
と
名
付
け
ら
れ
る
や
う
な
頻
繁
な
る
進
奉

を
可
能
な
ら
し
め
た
も
の
は
先
づ
巴
蜀
地
方
の
富
有
に
蹄
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
か
く
の
如
き
寓
有
は
長
江
流
域
に

雁
行
し
て
早
く
よ
り
貨
幣
経
濟
が
獲
達
し
つ
、
あ
っ
た
地
方
で
あ
る
こ
と
を
推
測
せ
し
め
る
に
充
分
で
あ
る
。
而
も
そ

れ
は
軍
な
る
推
測
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
帥
ち
武
宗
の
會
昌
五
年
の
重
文
に
、

　
如
聞
爾
川
租
税
盤
納
見
銭
。
蓋
線
人
多
機
巧
。
皆
皆
繊
麗
。
凡
所
織
作
。
不
任
軍
資
〔
全
唐
文
蓉
七
十
八
〕
。

と
あ
る
記
事
に
よ
っ
て
窺
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
赦
文
は
固
よ
り
四
川
産
出
の
絹
織
物
が
高
級
に
過
ぎ
折
納
に
適
し

な
か
っ
た
結
巣
、
租
税
は
養
ぐ
現
象
納
で
あ
っ
た
事
情
を
物
語
っ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
し
乍
ら
こ
れ
は
一
面
こ
の

地
砂
貨
幣
経
濟
の
一
般
化
を
前
提
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
到
底
理
解
し
難
い
事
情
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
要
す
る
に
騎
谷
散
關
孕
通
っ
て
、
先
づ
至
る
所
は
四
川
と
か
長
江
流
域
地
方
な
ど
で
あ
る
Q
此
等
の
地
方
は
安
史
の

鋤
以
後
奮
い
て
起
つ
た
戦
胤
め
直
接
釣
打
撃
を
北
支
那
地
方
穐
は
蒙
む
る
こ
と
な
く
、
而
も
元
來
．
経
濟
状
態
に
恵
ま
れ

て
居
た
。
然
ら
ば
縦
命
銅
銭
國
外
流
比
の
事
實
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
．
此
の
禁
煙
を
以
っ
て
、
國
外
流
寓
防
止
の
禁
令

（豊＄）



と
す
る
の
は
如
何
で
あ
ら
う
か
。
責
善
は
此
の
禁
倉
を
以
っ
て
勤
國
内
帯
出
禁
止
の
命
交
と
し
て
解
し
度
い
。

　
無
論
統
一
國
家
内
に
於
て
一
地
方
よ
り
他
地
方
へ
銅
銭
を
携
罪
す
る
を
禁
止
す
る
が
如
き
こ
と
は
一
望
有
得
漁
禁
A
μ

と
思
は
れ
滋
で
も
な
い
。
然
し
乍
ら
か
く
考
へ
る
こ
と
は
淡
し
て
誤
り
だ
と
は
思
は
れ
な
い
。
そ
れ
は
左
の
記
事
に
よ

っ
て
も
亦
裏
書
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
帥
ち
、
貞
元
十
四
年
の
盤
音
使
李
若
初
の
奏
文
に
よ
れ
ば
、

　
諸
道
州
府
多
言
近
日
泉
賃
数
少
。
薫
物
償
輕
○
禁
止
見
銭
。
読
物
出
置
。
致
使
課
利
有
歓
。
、
商
頁
不
通
。
請
指
揮
見

　
銭
。
任
其
往
來
。
勿
便
禁
止
〔
唐
會
要
憲
入
十
九
〕
。

と
あ
っ
て
、
當
時
泉
貨
の
数
が
少
な
か
っ
た
結
果
、
諸
溢
の
州
府
は
現
量
を
持
っ
て
自
己
の
境
界
以
外
に
至
る
を
禁
止

し
た
養
が
現
に
存
し
て
居
・
の
で
あ
・
。
i
あ
記
事
高
手
容
の
も
の
撲
に
掲
げ
・
如
籍
首
書
釜
志
圃

に
も
あ
る
一
。

　
倦
て
、
こ
の
禁
命
の
理
解
を
よ
り
深
か
ら
し
め
る
爲
に
は
當
時
に
於
け
る
國
家
財
政
の
有
様
を
顧
る
の
が
好
都
合

だ
Q

　
安
史
の
働
以
前
に
於
て
も
既
に
國
家
財
政
の
紫
働
は
看
取
さ
れ
る
が
、
飢
後
の
疲
弊
に
は
比
す
べ
く
も
な
か
っ
た
。

大
品
以
後
温
い
て
超
つ
た
攣
夷
の
入
竃
に
備
ふ
る
軍
隊
の
出
動
は
、
府
兵
制
度
の
崩
壊
に
俘
ふ
傭
兵
の
出
費
と
相
侯
っ

て
軍
事
費
を
極
度
に
糟
養
せ
し
め
、
加
之
廻
紘
懐
柔
策
と
し
て
屡
次
行
は
れ
淀
馬
市
の
如
き
も
大
転
轍
の
支
出
と
七
て

　
　
　
　
唐
代
に
於
け
る
一
禁
令
の
解
繹
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
二
十
二
巻
　
第
一
獲
　
　
　
九
九



　
　
　
　
唐
門
に
於
け
ろ
一
禁
令
の
解
羅
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漿
二
十
二
巻
策
一
號
　
　
一
〇
〇

新
説
口
に
加
は
つ
元
。
然
る
に
國
民
一
般
の
納
税
黙
黙
力
は
荒
磨
の
後
を
受
け
て
極
度
に
低
下
し
て
居
た
。
而
も
亦
反

軍
の
降
將
を
以
て
任
じ
た
蕪
雑
〔
幽
州
〕
・
成
徳
〔
恒
州
〕
・
魏
博
〔
魏
州
〕
・
黍
盧
〔
青
州
〕
・
潅
西
〔
藥
州
〕
等
の
濃
度
使
の
横
暴

が
あ
る
。
彼
等
は
官
吏
を
自
ら
任
命
し
、
税
金
を
賦
し
、
家
山
を
肯
せ
ざ
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
野
趣
…
敵
國
の
親
が

あ
っ
た
。

　
こ
れ
等
節
度
使
の
濡
慢
に
謝
し
て
は
代
宗
も
固
よ
り
鷹
懲
の
志
を
懐
か
ぬ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
飛
穫
の
安
危
に

關
す
る
重
大
事
件
が
關
内
を
絶
え
ず
お
び
や
か
し
た
爲
、
そ
の
傍
観
を
除
儀
な
く
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
重
大
事
件

と
は
警
固
懐
恩
の
反
織
、
廻
紘
の
入
幕
、
就
中
吐
蕃
の
そ
れ
で
あ
る
。
代
宗
一
代
は
殆
ん
ど
此
等
の
事
件
に
奔
命
し
、

灘
の
懸
鋳
し
て
播
雛
以
外
遺
す
術
は
な
か
っ
た
の
で
あ
・
。
　
　
　
　
　
罰

　
然
る
に
徳
宗
が
郎
位
す
る
や
、
既
に
懐
恩
の
反
概
は
鎭
定
し
、
吐
蕃
關
係
も
亦
好
縛
し
て
、
　
一
時
的
と
は
い
へ
李
和

の
曙
光
が
見
ゆ
る
に
至
っ
た
。
此
の
機
に
臨
ん
で
、
徳
宗
は
専
ら
節
度
使
の
弾
器
に
傾
要
し
、
一
三
に
問
題
を
解
決
せ

ん
と
あ
せ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
四
園
の
事
情
、
殊
に
人
艮
の
疲
弊
、
財
政
の
窮
乏
等
を
顧
み
る
な
ら
ば
事
の
途
行
は

時
期
野
盗
に
過
ぎ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
上
記
諸
節
度
使
の
側
に
あ
っ
て
も
婚
姻
等
に
よ
っ
て
互
に
結
び
、
連

衡
七
て
朝
廷
と
封
抗
す
る
の
弓
勢
を
有
す
る
に
於
て
を
や
。

　
熱
中
二
年
〔
西
暦
七
入
一
〕
成
徳
籔
度
使
李
實
眞
は
没
し
、
そ
の
子
惟
岳
が
父
に
代
ら
ん
こ
と
を
朝
廷
に
求
め
た
が
、

徳
宗
の
翻
る
、
と
こ
み
と
な
ら
な
い
の
で
、
魏
博
・
潅
西
の
難
度
使
を
誘
っ
て
朝
命
を
拒
む
に
至
っ
た
。
朝
廷
は
馬
燧
・



李
抱
眞
・
表
出
等
を
遣
し
て
討
伐
せ
し
め
だ
が
、
．
反
軍
は
優
勢
を
持
し
、
．
翌
三
年
に
は
魏
博
の
田
悦
〔
魏
王
〕
・
卸
金
の

立
酒
〔
勲
業
〕
・
季
盧
の
李
納
〔
齊
王
〕
・
成
徳
の
王
武
俊
〔
残
本
〕
等
は
各
々
立
っ
て
王
と
自
濡
し
、
潅
西
の
李
希
烈
も
亦
天

下
都
元
帥
と
自
ら
を
呼
ぶ
に
至
っ
た
。

　
か
く
の
如
く
混
晶
が
河
北
河
南
に
籏
大
し
た
露
、
朝
廷
の
出
費
は
莫
大
な
額
に
の
ぼ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
こ
、
に

財
源
の
問
題
が
趨
っ
た
の
は
當
然
の
こ
と
、
い
は
ね
ば
な
ら
澱
。

　
安
史
の
織
以
後
歳
入
の
大
宇
は
専
ら
盛
の
専
行
の
如
き
間
接
税
に
依
寄
し
、
亦
劉
要
の
如
き
名
財
政
家
が
居
た
こ
と

は
写
り
に
も
嗣
知
の
こ
と
で
あ
る
Q
叉
下
中
元
年
に
は
楊
炎
の
議
に
立
っ
て
爾
税
法
が
探
用
さ
れ
る
こ
と
、
な
り
、
租

霰
牧
に
於
け
・
面
長
葡
度
が
施
行
・
れ
・
に
至
っ
た
・
と
に
就
い
て
も
今
更
言
養
す
必
要
は
あ
・
ま
い
。
然
勘

七
配
れ
等
の
賦
税
法
に
も
拘
ら
す
、
藩
鎭
討
伐
の
急
な
る
に
於
て
は
到
底
こ
れ
の
み
に
頼
っ
て
居
る
諜
に
は
ゆ
か
な
か

っ
た
Q

　
先
づ
正
木
茶
漆
の
課
税
1
こ
れ
は
當
初
常
古
本
銭
に
充
つ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
戦
費
に
流
用
さ
れ
た
」
、
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

閣
税
の
徴
牧
、
爾
税
額
の
櫓
加
、
峯
貸
〔
富
商
よ
り
の
強
制
的
借
銭
〕
、
椎
酷
、
権
門
、
税
問
架
〔
家
屋
視
〕
、
除
階
鏡
〔
商

船
〕
等
の
諸
税
目
を
暴
げ
る
こ
と
が
出
荷
る
。
こ
れ
等
の
新
視
或
は
増
税
は
悉
く
一
般
人
民
の
負
憺
に
照
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
彼
等
の
苦
痛
は
實
に
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
云
は
ね
ば
な
ら
澱
。

　
加
之
、
建
中
四
年
突
如
匙
し
て
閣
中
に
漣
つ
た
兵
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
藩
鎭
討
伐
に
向
ふ
淫
振
節
度
使
挑
冬
蔦
の
部

　
　
　
　
唐
門
に
於
け
る
｝
禁
令
ゆ
蕨
岱
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
一
號
　
　
一
〇
一



　
　
　
　
、
二
代
に
於
け
る
一
禁
令
の
解
羅
に
就
．
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
十
二
巷
　
第
一
號
　
　
一
〇
二

下
が
、
朝
廷
の
冷
淡
な
取
扱
に
憤
慨
し
て
乏
し
た
観
で
、
遽
に
登
質
し
て
無
批
の
鑑
と
な
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
徳
宗
は
奉
天
に
蒙
塵
し
、
次
で
梁
州
に
向
ひ
、
十
ケ
月
後
図
C
長
安
に
館
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
っ
た
が
、
　
一

時
鳳
唐
の
肚
緩
も
累
卵
の
危
き
に
あ
っ
だ
。

　
次
に
叉
こ
れ
等
兵
鋤
と
前
後
し
て
生
じ
た
天
災
を
翠
げ
ね
ば
な
ら
澱
ゆ
建
中
以
後
貞
元
の
初
年
に
至
る
数
年
間
、
殆
－

ん
ど
連
年
、
工
種
の
害
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
農
作
物
は
不
作
で
あ
り
、
李
泌
の
言
を
借
る
な
ら
ば
興
元
元
年
〔
西
暦
七

八
四
〕
の
如
き
は
「
今
天
下
旱
蛙
。
關
中
米
斗
千
銭
。
’
倉
庫
…
耗
端
」
す
と
云
ふ
有
樺
…
で
あ
っ
た
。
貞
元
二
年
の
四
月
頃

は
關
中
の
集
塵
が
画
き
て
、
禁
軍
の
兵
士
が
「
吾
を
軍
に
質
し
て
糧
を
給
せ
す
。
吾
は
罪
人
な
り
」
と
ま
で
怨
言
す
る

℃
至
り
、
答
砲
鐙
舞
滉
が
そ
の
地
の
醸
を
運
ん
需
南
の
聯
帯
に
達
し
た
際
・
れ
を
聞
い
た
舞
ホ
が
・
柔
隅

子
に
向
っ
て
「
米
巳
至
陳
Q
吾
父
子
得
生
実
」
と
云
っ
た
と
い
ふ
話
の
如
き
は
出
時
の
窮
状
を
最
も
如
實
に
物
語
る
も

の
で
あ
ら
う
。

　
兵
鵬
と
緊
敷
と
天
災
、
こ
れ
が
安
史
の
働
以
後
徳
宗
の
初
年
に
至
る
ま
で
絶
え
ず
繰
返
さ
れ
て
、
人
民
を
塗
炭
に
陥

ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
れ
ば
こ
、
鳶
掲
げ
た
禁
A
F
の
如
き
も
か
、
る
情
勢
の
内
に
於
て
登
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
倹
た
譲
。

果
し
て
然
ら
ば
こ
の
懸
命
は
豊
中
地
方
の
直
撃
に
原
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
而
も
禁
命
の
性
質
か
ら
此
地
方
の
銭
荒
が

推
警
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
唯
こ
の
禁
會
銭
號
と
を
結
び
付
け
て
考
へ
あ
み
で
は
垂
雪
鐘
藩
で
な



な
い
と
思
ふ
。

・
馳
駅
の
租
税
制
度
の
墾
遷
を
大
槻
す
る
時
」
前
後
二
期
に
薫
別
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
は
何
人
も
一
致
し
た
黙
で
あ

ら
う
。
郎
ち
租
庸
調
の
法
と
爾
税
の
法
で
あ
る
。
謂
ふ
ま
で
も
な
く
前
者
に
於
て
は
租
に
は
穀
を
納
め
、
庸
に
は
力
役

に
從
ひ
、
調
に
は
布
昂
を
貢
す
る
を
原
則
と
す
る
。
こ
の
制
度
が
如
何
な
る
程
度
ま
で
均
田
法
と
有
機
的
な
結
合
を
し

℃
居
た
も
の
で
あ
る
か
は
暫
く
論
外
に
置
き
、
こ
の
税
法
は
納
税
者
即
ち
人
民
の
多
数
を
占
め
る
農
民
が
自
ら
有
し
、

自
ら
産
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
支
配
者
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
Q
然
る
に
爾
税
法
に

建
て
覆
め
畜
を
計
上
し
て
、
そ
の
額
に
癒
じ
て
食
に
轟
せ
し
め
・
製
で
あ
・
。
而
も
そ
の
額
は
磐
以
て
醐

計
っ
た
。
銭
は
納
税
者
の
自
ら
有
し
、
直
接
産
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
。
尤
も
黒
影
の
定
め
た
時
に
は
銭
鍛
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

以
て
額
を
定
め
た
の
で
あ
っ
て
、
建
中
元
年
の
爾
税
の
牧
入
は
鏡
三
千
萬
絡
、
穀
二
千
徐
雫
石
で
は
あ
っ
た
が
。
然

し
、
假
に
一
石
を
岩
絡
の
割
合
で
計
算
す
れ
ば
銭
三
に
甥
す
る
穀
一
と
な
り
、
銭
に
は
る
場
合
が
遙
か
に
多
か
っ
た
と

云
ふ
こ
と
が
出
攣
る
。
要
す
る
に
大
骨
か
ら
で
は
あ
る
が
、
爾
税
法
に
乾
て
は
原
則
的
に
は
銭
を
以
っ
て
納
む
る
も
の

で
あ
っ
た
と
謂
ふ
も
差
支
は
な
い
や
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
租
庸
調
法
と
の
差
違
を
比
較
す
る
際
に
先
づ
｝
看
過
す
べ

か
ら
ざ
る
黙
で
あ
る
。

ド
こ
の
差
違
は
戸
税
の
場
合
を
例
と
す
る
も
亦
同
様
に
溺
取
出
摺
る
。
新
言
書
憲
五
十
一
、
食
貨
志
に
は

　
　
　
　
重
代
に
於
け
る
」
禁
令
の
解
繹
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
b
「
干
〕
、
悪
鎮
一
魏
　
　
」
〇
三



　
　
　
．
唐
代
に
於
け
ろ
一
禁
令
の
解
糧
に
就
め
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
ご
巷
　
第
】
號
　
　
一
・
〇
四

　
貞
観
中
…
…
商
實
三
田
者
。
以
二
戸
爲
九
等
、
出
軍
白
痴
石
二
五
斗
爲
差
。
・

と
あ
っ
て
、
國
初
草
ら
商
人
に
課
し
た
戸
税
が
穀
を
以
て
納
入
さ
れ
て
居
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
為
し
て
代
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
大
暦
四
年
の
戸
視
の
倉
文
は
全
く
銭
を
以
て
納
入
す
べ
き
こ
と
、
な
っ
て
居
る
。

　
以
上
記
し
た
税
制
の
相
違
黙
は
そ
の
背
後
に
存
す
る
経
濟
的
情
勢
の
楼
展
を
窺
ふ
の
に
最
も
都
合
が
争
い
で
あ
ら

う
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
魚
鼓
こ
そ
自
然
毒
濟
的
色
彩
か
ら
貨
幣
富
麗
的
色
彩
へ
の
遷
移
を
如
實
に
物
語
る
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
細
身
蛮
書
懇
五
十
二
、
食
貨
志
に
掲
載
さ
れ
た
楊
聖
意
の
言
葉
か
ら
も
例
謹
さ
れ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、

　
大
暦
以
前
。
薄
青
・
太
原
・
魏
画
譜
鉛
鐵
面
通
時
用
。
函
南
雑
面
金
銀
丹
砂
象
歯
σ
今
一
用
泉
貨
。

と
云
っ
て
居
る
。
こ
れ
は
直
接
に
は
銅
銭
流
蓮
地
域
の
磁
器
を
説
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
面
銅
銭
使
用
の
盛
行
を

物
語
る
例
と
す
・
る
も
差
支
は
な
い
で
あ
ら
う
。

　
借
て
、
臼
分
は
轟
然
経
量
的
色
彩
よ
り
貨
幣
器
差
的
色
彩
へ
の
過
渡
期
は
こ
れ
を
大
暦
以
降
に
求
む
る
よ
り
も
寧
ろ

開
元
天
恵
の
盛
世
に
求
む
る
を
要
當
と
考
へ
る
。
此
事
は
唐
代
に
於
け
る
全
膿
的
潮
流
の
内
に
着
取
し
得
る
の
で
あ
る

が
、
卑
近
な
例
に
徴
し
て
も
容
易
に
理
解
出
來
や
う
。
師
ち

　
開
元
中
。
天
下
鋳
銭
。
七
十
除
鑛
。
歳
盈
百
萬
。
今
〔
孟
宗
時
代
〕
縄
十
数
鑛
。
歳
入
十
五
萬
而
已
〔
新
唐
門
懇
五

（1（粉



　
十
二
、
食
貨
志
〕
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
荊

と
云
ふ
楊
口
幅
の
言
．
或
は
天
寳
時
代
に
は
歳
錆
三
十
一
萬
七
千
絡
、
貞
元
年
間
に
は
十
三
萬
五
千
絡
〔
同
書
審
五
十

四
〕
と
あ
る
が
そ
れ
で
あ
る
。
此
の
数
字
が
果
し
て
如
何
な
る
黙
迄
で
確
實
性
を
有
す
る
か
、
遽
か
に
定
め
難
い
と

し
て
も
、
玄
宗
時
代
に
最
も
鋳
銭
額
の
多
か
っ
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
。
　
一
説
と
し
て
貨
幣
経
濟
が
一
般
に
浸
潤
し

て
行
く
古
語
原
因
は
盤
の
専
壷
制
度
實
施
に
古
る
と
い
ふ
見
解
が
あ
る
。
成
程
盤
は
萬
人
の
必
需
品
で
あ
る
。
而
も
之

を
求
む
る
爲
に
は
必
ず
銭
を
以
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
人
民
は
各
自
何
れ
も
鏡
を
必
要
と
す
る
で

あ
ら
う
。
唐
で
は
盛
の
飯
事
さ
れ
た
の
は
第
五
碕
が
諸
州
権
蛙
飛
使
に
任
じ
た
時
、
帥
ち
粛
宗
の
乾
元
年
間
の
こ
と
＼

考
へ
ら
れ
・
。
だ
か
ら
此
事
を
以
っ
て
幕
醤
に
於
け
至
劃
期
的
な
事
件
と
も
考
へ
得
羅
で
は
な
い
。
然
し
陶

な
が
ら
盤
の
専
責
が
銭
に
よ
る
と
云
ふ
事
情
は
一
面
に
一
般
的
貨
幣
使
用
が
既
に
行
は
れ
て
居
た
と
い
ふ
こ
と
を
豫
写

す
る
こ
と
な
し
に
は
理
解
出
來
ぬ
。
だ
か
ら
玄
宗
時
代
最
も
鋳
銭
額
が
多
か
っ
た
こ
と
、
併
せ
考
へ
て
、
先
づ
此
時
期

を
…
過
渡
期
と
考
へ
て
大
…
過
あ
乃
ま
い
と
思
ふ
。

　
然
し
乍
ら
、
貨
幣
問
題
が
政
治
上
借
際
に
重
要
な
位
概
を
占
む
る
に
至
っ
た
の
は
勿
論
大
暦
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
Q

戦
野
と
か
、
重
税
と
か
、
天
災
な
ど
が
相
養
い
て
起
り
、
加
之
悪
銭
の
錆
造
、
私
銭
の
横
行
、
産
銅
額
の
減
少
、
撒
銭

の
増
大
、
鋳
造
額
の
減
少
、
富
人
の
懸
銭
、
海
外
流
出
等
諸
種
の
事
情
と
相
挨
っ
て
、
當
時
税
法
改
正
の
結
果
と
し
ズ

銭
納
、
或
は
折
納
等
の
問
題
も
生
す
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
　
窟
代
に
於
け
査
禁
令
の
勲
爵
累
世
か
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
第
二
＋
一
悪
第
一
輩
　
　
一
〇
五



　
　
　
　
唐
靴
に
旨
於
ゆ
り
ろ
…
麟
購
令
の
解
…
繹
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
曙
二
十
・
二
巻
　

第
一
難
聯
　
　
　
一
〇
山
ハ

　
こ
れ
に
涌
し
て
深
く
立
入
る
籐
裕
は
な
い
が
、
要
す
る
に
貨
幣
、
節
婦
、
折
納
等
を
饒
っ
て
新
に
処
つ
た
政
治
上
の

問
題
は
奮
來
と
は
著
し
く
形
態
を
相
蓮
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
、
る
新
惰
勢
は
固
よ
り
諸
般
の
史
的
褒
展
の
中
に
成
長

し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
特
に
経
濟
的
方
面
か
ら
槻
察
す
る
な
ら
ば
、
上
記
し
た
如
く
自
然
経
濟
的
色
彩
か
ら
貨
幣
経

濟
的
色
彩
へ
の
登
展
を
考
へ
る
こ
と
な
し
に
は
理
解
さ
れ
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
當
時
の
爲
政
者
は
こ
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
就
い
て
の
罫
策
に
種
々
腐
心
し
た
で
あ
ら
う
。
此
等
の
意
見
に
就
い
て
は
花
時
の
詔
勅
を
初
め
、
其
他
二
三
の
丈
集

中
の
記
載
を
遮
じ
て
も
窺
ふ
こ
と
が
翠
雨
、
更
に
杜
佑
の
言
な
ど
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
彼
は
そ
の
藩
逓
典
に
於
て

　
習
習
滋
之
先
。
在
続
行
敷
化
。
激
化
之
本
。
在
乎
足
衣
食
。
易
欝
楽
人
日
財
。
洪
蔵
入
政
。
一
日
食
台
日
貨
。
管
子

岩
餐
。
懸
知
器
。
餐
足
。
知
餐
。
夫
舌
讐
而
立
。
斯
之
翼
〔
響
。
　
　
　
画

と
先
賢
の
名
言
を
引
用
し
て
、
食
貨
問
題
が
個
人
生
活
に
止
ま
ら
す
國
家
生
活
に
於
て
も
同
様
に
最
も
根
本
で
あ
る
黙

を
力
説
し
、
食
貨
典
を
以
っ
て
蓮
典
の
篇
首
に
掲
げ
て
居
る
。
こ
れ
は
蔵
接
に
は
彼
の
識
見
の
高
遽
を
示
す
も
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
當
時
の
経
濟
問
題
に
封
ず
る
一
般
的
關
心
の
高
揚
を
も
窺
ふ
こ
と
が
出
來
る
も
の
で
あ
る
。
猶
、
國
計

箒
の
作
成
の
如
き
も
中
唐
以
降
に
嘉
す
る
こ
と
を
τ
言
注
意
す
る
。
然
し
な
が
ら
庶
政
者
一
般
の
経
濟
に
封
ず
る
理
解

め
水
準
が
如
何
な
る
程
度
で
あ
っ
た
か
此
等
の
み
に
よ
っ
て
は
充
分
に
知
る
を
得
ま
い
℃

’
そ
れ
に
就
い
て
興
昧
あ
る
記
蓮
を
紹
介
し
よ
う
Q
師
ち
韓
退
之
の
進
士
策
問
十
三
首
中
に
、

　
・
問
。
．
人
受
仰
而
生
者
重
畳
。
駿
串
豊
無
飢
寒
之
患
。
然
後
可
以
行
之
於
仁
義
之
途
。
措
之
謹
直
薦
挙
地
。
此
愚
知
所



　
同
識
也
。
、
今
天
下
穀
愈
多
而
畠
愈
賎
。
入
愈
困
者
何
也
。
耕
世
譜
多
而
鍛
有
籐
。
鍛
者
不
多
而
占
有
徐
。
有
除
宜
足
。

而
反
不
足
。
此
其
故
又
何
也
。
特
以
之
其
説
如
何
。

乏
質
澗
が
登
せ
ら
れ
て
居
る
。
質
問
の
提
出
者
た
る
韓
退
之
が
こ
れ
に
就
い
て
如
何
な
る
解
答
を
持
っ
て
居
た
か
、
遣

憾
な
が
ら
直
接
に
は
聞
く
を
得
奪
い
。
然
し
こ
の
質
問
を
讃
ん
で
興
昧
を
威
す
る
黙
は
解
答
其
物
よ
り
寧
ろ
質
問
の
提

出
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
漁
然
経
濟
時
代
に
於
け
る
禮
験
か
ら
云
へ
ば
穀
物
布
面
の
産
出
が
多
い
と
云
ふ
こ
と
は
生
活
不
安
を
招
來
す
る
原
因

と
は
決
し
て
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
當
時
の
事
情
は
奮
來
の
経
験
的
知
識
の
み
を
以
て
し
て
は
理
解
重
三

ぬ
新
し
い
情
勢
が
生
す
る
に
至
っ
て
居
た
。
郎
ち
義
血
の
増
加
が
却
っ
て
生
活
を
不
安
な
も
の
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
　
価
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

あ
る
Q
そ
の
こ
と
が
こ
の
質
問
中
か
ら
清
取
さ
れ
は
し
ま
い
か
Q
自
然
霊
亀
時
代
に
於
て
培
は
れ
た
経
験
的
知
識
の
所

有
者
た
る
當
代
の
烏
鳶
者
中
に
は
勿
論
、
既
に
相
當
進
歩
し
た
見
識
を
有
し
た
も
の
も
少
く
な
か
っ
た
と
思
ふ
。
然
し

一
般
的
水
準
は
質
量
と
も
に
前
代
と
は
違
っ
た
経
濟
問
題
に
薩
面
し
て
充
分
で
あ
っ
た
と
は
思
は
れ
ぬ
。

　
徳
宗
初
年
に
於
け
る
關
中
地
方
の
銭
荒
が
上
掲
禁
令
狡
布
の
理
由
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
統
一
國
家
内

に
立
て
一
地
方
よ
り
他
地
方
へ
銭
貨
を
帯
同
す
る
を
禁
ず
る
か
、
る
倉
は
…
箪
に
そ
れ
の
み
を
以
て
し
て
は
充
分
な
理
解

と
聡
す
る
を
得
な
い
と
い
っ
た
の
は
か
、
る
黙
が
考
へ
ら
れ
る
故
で
あ
る
。
帥
ち
苗
代
の
経
濟
情
勢
と
経
濟
知
識
と
の

過
渡
的
性
質
を
理
解
す
乃
必
要
が
あ
る
。
宇
内
よ
わ
銅
銭
の
出
つ
る
こ
と
を
禁
ず
る
な
ら
ぜ
鏡
荒
の
急
を
救
ふ
こ
と
が

　
　
　
　
二
代
に
於
け
る
一
禁
令
の
鰐
繹
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
｝
魏
　
　
一
℃
七



　
　
　
　
唐
代
に
於
け
ろ
一
禁
令
の
解
繰
に
就
炉
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
第
二
十
二
巻
第
一
號
　
　
想
○
入

出
撃
る
と
の
み
思
ひ
、
そ
の
禁
止
に
よ
っ
て
却
っ
て
交
通
貿
易
の
澁
滞
を
來
た
す
黙
を
顧
慮
し
な
か
っ
た
黙
が
想
到
さ

れ
は
し
ま
い
か
。
左
の
記
事
も
か
、
る
例
護
の
一
と
す
る
こ
と
が
萬
來
る
。
即
ち
新
受
書
懇
五
十
四
、
食
賞
志
に
は

　
〔
貞
元
〕
十
年
。
詔
。
天
下
。
鋳
銅
器
。
毎
器
一
斤
。
夢
心
不
得
過
百
六
十
。
鉤
適
者
以
盗
聖
心
。
大
面
民
間
銭
盤

　
少
。
総
吊
便
輕
Q
州
縣
禁
銭
四
境
。
商
買
皆
絶
Q

と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
依
る
も
三
塁
に
引
用
し
た
李
若
初
の
奏
文
と
共
に
各
地
方
が
互
に
銭
の
他
地
方
へ
出
つ
る
を
禁
止

し
、
そ
の
結
果
却
っ
て
悪
影
響
を
蒙
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
猶
叉
政
治
的
方
面
か
ら
考
へ
る
な
ら
ば
、
屡
記
せ
る
如
く
、
統
一
國
家
内
に
於
て
一
地
方
よ
り
他
地
方
へ
銅
銭
の
帯

同
を
禁
止
す
る
黙
を
秦
盆
と
せ
ね
ば
な
ら
澱
。
然
し
以
下
の
標
に
は
解
し
得
な
い
で
の
ら
フ
か
。
蓬
の
畳
側

後
棄
観
の
極
に
達
し
た
税
制
の
統
一
は
二
男
に
糠
っ
て
爾
税
法
と
し
て
あ
ら
は
れ
た
。
統
…
と
い
ふ
黙
か
ら
考
へ
る
な

ら
ば
、
此
事
は
恐
ら
く
中
央
政
樺
の
確
立
強
固
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
忠
來
る
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
耳
翼
は
そ
の
税
金

が
上
供
邊
梗
豊
州
と
三
分
さ
れ
、
朝
廷
に
上
る
も
の
を
上
供
と
し
、
藩
鎭
の
古
用
に
充
つ
る
も
の
を
逡
使
〔
或
は
留
都
府

｝
と
も
い
加
州
縣
の
鶏
姦
州
饗
し
て
居
た
藻
で
・
一
に
饒
に
護
の
譲
翌
的
傾
多
量
・

れ
る
の
で
あ
る
。

　
分
離
的
傾
向
は
叉
箇
度
使
に
關
も
て
港
窺
は
れ
よ
う
。
藩
鎭
の
離
反
濁
立
の
傾
向
は
安
史
の
織
以
後
、
唐
の
政
治
上

就
會
上
盤
於
け
る
大
学
雰
問
題
で
あ
乃
つ
殆
ゼ
牢
獅
立
遡
の
観
を
呈
し
て
居
喪
河
北
の
三
鎭
と
徳
宗
と
⑳
關
係
の
廊
港



は
上
に
述
べ
た
簡
略
な
記
述
に
擦
っ
て
も
略
意
ふ
こ
と
が
出
登
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
憲
宗
時
代
に
至
っ
て
こ
の
三
鎮

も
朝
廷
に
忠
順
し
た
。
こ
れ
は
唐
室
の
中
興
な
ど
、
繕
さ
れ
て
表
面
に
於
て
は
華
や
か
な
統
一
時
代
が
現
出
し
た
如
く

見
え
る
。
然
し
遠
野
は
恰
も
落
日
の
閃
光
に
似
て
、
魍
7
6
天
爵
の
盛
時
に
は
比
す
べ
く
も
な
い
。
要
す
る
に
安
史
の
観

以
後
は
統
一
勢
家
の
實
が
漸
く
薄
れ
て
、
中
央
離
反
、
地
方
濁
立
の
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
入
も
こ
れ
を
認
め
る
に

吝
か
で
は
あ
る
ま
い
。
貞
元
の
管
巻
者
の
心
に
も
不
識
々
々
か
、
る
傾
向
が
適
し
て
居
だ
で
あ
ら
う
Q
こ
の
禁
倉
は
自

ら
そ
れ
ら
の
こ
ど
を
語
り
、
逆
に
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
又
こ
の
禁
命
の
理
解
は
一
直
深
ま
る
と
思
は
れ
る
。

　
最
後
に
附
言
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
此
拙
文
は
唐
代
に
於
け
る
銅
銭
の
國
外
流
出
の
事
實
を
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
か
、
る
事
實
は
彼
の
苗
族
の
銅
鼓
の
こ
と
な
ど
を
想
超
す
る
だ
け
で
も
、
文
墨
的
徴
謹
を
沖
つ
迄
も
な

く
、
直
ち
に
首
肯
し
得
る
で
あ
ら
う
。
息
分
に
此
庭
で
は
嘗
て
其
事
實
を
着
せ
ん
が
爲
に
使
用
さ
れ
た
一
管
倉
を
ば
從

來
と
は
異
っ
た
意
味
に
於
い
て
理
解
せ
ん
と
し
改
め
て
取
無
げ
た
迄
で
あ
る
。

　　　　　霞s
，＠　・＠　・＠　＠　＠　o

小
晶
朴
高
囚
門
郎
氏
、
麿
　
代
躍
剛
税
法
輪
洲
考
〔
祉
合
口
維
貫
目
爽
學
巻
三
、
山
門
號
、
四
〇
百
ハ
）

讃
史
方
興
紀
要
巻
五
十
三
、
映
西
省
西
安
府
塾
屋
縣
條

攣
書
巻
一

資
治
通
鑑
巻
二
百
ニ
ニ
十
二
徳
宗
貞
元
二
年
・
…
除

東
方
學
報
京
都
第
五
珊
噛
梅
原
宋
治
氏
漢
代
漆
器
銘
丈
集
錐

資
治
通
鍛
巷
二
百
三
十
五
、
穂
宗
貞
元
十
二
年
條

、
麿
代
に
於
け
る
一
禁
令
の
解
輝
に
就
い
て

儒
”
、
二
十
二
巷
　
第
　
號
　
　
』
〇
九
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八
代
に
於
け
る
一
瓢
今
の
解
繰
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
十
二
雀
箏
一
號
　
　
二
．
○

陸
宣
公
翰
苑
集
谷
一
、
奉
天
改
元
大
赦
制
、

資
治
通
艦
巷
二
百
三
十
戸

同
上
巷
二
百
三
十
二

税
銭
一
チ
八
十
九
萬
八
千
函
渠
。
穀
二
百
一
十
玉
萬
七
千
論
難
Q
〔
資
治
通
山
谷
二
百
二
十
六
〕

上
上
戸
四
千
丈
。
上
中
戸
三
千
五
百
丈
。
上
下
戸
三
千
丈
。
中
上
戸
二
千
五
百
丈
。
中
中
戸
二
千
文
。
中
下
戸
一
千
五
百
丈
。
下
上
戸
一
千

丈
。
下
中
戸
七
百
丈
Q
下
下
戸
五
百
丈
〔
麿
含
要
巷
入
十
三
〕
o

陸
鋤
且
野
州
糊
墨
壷
巻
二
十
二
、
均
儲
｝
賦
暴
説
憧
百
千
黛
上
篇
…
O
仙
聯
欝
日
薄
層
又
集
巷
三
十
・
七
、
銭
雷
一
物
繭
煙
弾
O
杢
二
叉
公
集
巷
九
疏
改
葡
脚
法
0
｝
兀
一
式
長
慶
集
谷

三
十
四
、
嬢
朗
貨
議
難
伊
O
白
氏
長
慶
集
巷
四
十
山
ハ
、
策
林
二
〇

冊
…
府
一
兀
魏
裸
讐
五
〇
二
、
邦
計
亭
魏
叩

（1IO）


